
 先日行われた市議会議長選挙に

あたって、日本共産党議員団は会

派｢新政｣と協議を重ね、会派｢新

政｣の近藤彰治氏との間で、右の

とおりの申し合わせ事項を提案

し、双方で確認しました。そのう

えで、近藤彰治氏の議長当選をめ

ざして共同歩調をとることとしま

した。 

 結果としては、残念ながら議会の多数に達せ

ず、近藤氏の当選はなりませんでした。 

 副議長選挙にあたっても、選挙当日の朝まで

同様の努力を重ねましたが、最終的に合意に至

らず、共同はなりませんでした。 

 上越市議会では、議長選挙にあたり事前に所

信を表明することができる規定がありますが、

その通告期限は合意に向けての努力を重ねてい

た最中の16日でした。したがって、合意に至ら

ないことが明確になった18日には、所信表明の

通告を行なうことができませんでした。 

 他会派との共同が実らない場合は、独自候補

を立てて選挙に臨むことが基本です。しかし、

上記の事情で、独自候補の擁立に向けた所信表

明ができなかったことから、独自候補擁立を断

念し、白票を投じました。 
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 議長選挙に当たっての申し合わせ 

2016年5月17日 

議 長 候 補 者 近藤彰治 

日本共産党議員団長 橋爪法一 

 議長選挙にあたって、候補者と日本共産党議員団との間で、下記の事項について申し

合わせる。 

記 

 地方分権の進展により、議会が果たす役割が大きく変わり、ますます重要になってき

ている。このことをふまえ、双方は次の点について確認する。 

１．議長は上越市議会基本条例を遵守するとともに、その趣旨を日常の議会運営におい

て実現するためのあらゆる努力を行う。 

２ 議長は、市民の福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与する議会の役割を

自覚し、不断に議会活性化に関する取組をすすめるとともに、さらに開かれた議会

を目指し、情報公開を率先して行うため、次の点をはじめとする必要な取組を行

う。 

 (1) より多くの市民が参加し発言できるよう、議会報告会の運営改善を図ること。 

 (2) 市民によりわかりやすい議論を展開できるようにするため、本会議場でプロジェ

クターが使用できるように積極的に努力すること。 

 (3) 本会議場及び委員会室へのＩＴ機器の持ち込み・活用ができるように努力するこ

と。 

３ 議長の職務を遂行するに当たっては、その重要性に鑑み、次の各点を行動規範とす

る。 

 (1) 会派などの代表としてではなく、議会の代表として発言し、行動する。 

 (2) 少数意見を尊重し、議会の民主的運営に努める。            以上 

議長選挙にあたって近藤彰治氏との間で取り交わした申し合わせ 

左から、たけだ良介さん、穀田恵二さん、

森ゆうこさん、にしざわ博さん 

森ゆうこさんの決意表明 


